
障害者コミュニケーションフェスが開催

　令和7年12月23日、「広島県障害者による情報
の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策の推
進に関する条例」及び「広島県手話言語条例」
が制定されたことを記念し、「障害者コミュニ
ケーションフェス in HIROSHIMA」が広島市中
区の紙屋町シャレオ中央広場で開催されました。
　テーマは「いろいろなコミュニケーションを
知って、もっと仲良くなろう！もっと友達を増
やそう！」と掲げられました。手話や点字、要
約筆記、触手話、ICT 機器の活用など障害特
性に応じた多様なコミュニケーション手段につ
いて知り、体験し、理解を深めることができる
内容となっており、買い物客やサラリーマンな
どが足を止め、多くの方が参加されました。
　オープニングを飾ったのは、全国手話ダンス
甲子園で優勝した「sign」と「Ohai Ali" i」に
よる手話ダンスです。音楽のリズムに合わせて
繰り広げられる、表情豊かで力強い手話とダン
スの融合は、見る人の心を強く惹きつけました。
言葉だけに頼らない表現の魅力が会場全体に伝
わり、コミュニケーションの可能性の広がりを
象徴する印象的な幕開けとなりました。
　続いて行われたセレモニーでは、広島県健康

福祉局の山縣地域共生社会推進担当部長が挨拶
に立ち、両条例が制定された意義や、障害のあ
る人もない人も安心して暮らせる地域づくりに
向けた県の決意が述べられました。その後、障
害者支援課の畝本自立支援担当監から、条例の
目的や内容、今後の施策の方向性について説明
があり、情報保障や意思疎通支援を社会全体で
進めていく重要性が強調されました。

　また、障害者団体の代表7人が登壇し、それぞ
れの障害特性や日常生活で直面している課題、
必要とされる配慮や支援について発言しました。
当事者の立場から語られる切実な声は、来場者
にとって、障害特性に応じた支援の必要性につ
いて理解を深める貴重な機会となりました。
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　ステージ企画としては、広島出身のシンガー
ソングライター・玉城ちはるさんによるミニコ
ンサートが行われました。「共生」や「つながり」
をテーマにした楽曲が披露され、やさしく力強
い歌声が会場を包み込みました。

　さらに、参加者が実際に手話を体験できる
ワークショップも実施されました。講師の説明
を受けながら、あいさつや簡単な表現を学び、
手を動かしながらコミュニケーションを取るこ
とで、手話の楽しさや大切さを実感する姿が見
られました。

　そのほか、東京2025デフリンピックに出場し
た広島ゆかりの佐藤（ボウリング）伊藤（卓球）
佐々木（陸上）の3選手による報告会が行われ、
競技生活の中での努力や挑戦、支えてくれた
人々への感謝の思いが語られました。選手たち
の前向きな言葉は、障害の有無に関わらず、多
くの来場者に勇気と希望を与えました。
　最後にトークショーでは、聴覚障害のある親
を持ち、幼少期から手話で親の通訳を担ってき
た広島出身の俳優・吉冨さくらさんが登壇しま
した。家族との日常や自身の経験を通して、コ
ミュニケーションが人と人を結び、社会参加を
支える重要な要素であることが語られ、会場は
大きな感動に包まれました。

　会場内では、点字体験コーナーや「ふれ愛プ
ラザ」による障害のある方々が作ったお菓子等
の販売、障害理解を促すパネル展示（次頁以降
掲載）などが行われ、来場者が見て、触れて、
学べる工夫が随所に施されていました。楽しみ
ながら理解を深められるこれらの企画は、多く
の参加者から好評を得ていました。
　本フェスは、条例制定を単なる制度の整備
にとどめることなく、県民一人ひとりが情報コ
ミュニケーションについて考え、理解を深め、
行動につなげるきっかけとなる大変意義深い催
しでした。今後も、このような取り組みを積み
重ねることで、誰もが安心して暮らせる共生社
会の実現が、より確かなものとなっていくこと
が期待されます。

条例についてのお問合せ
　広島県障害者支援課
　〒730-8511 広島県広島市中区基町10-52
　Tel：082-513-3157　Fax：082-223-3611

令和８年１月１日発行広島県障害者社会参加推進センター会報（第26号）



NPO法人 広島自閉症協会

会報発行

本人活動

療育相談会

自閉症啓発デー講演会

ブルーライトアップ

勉強会

行政への働きかけや連携など

保護者の茶話会

２０２４年度の活動より

登山

啓発セミナー

お茶会

お仕事体験

野球好き

集まろう

音楽と読み聞かせ

ピザ作り

会員同士の交流

意思疎通のために　いろいろな手段を使っている人が

安心して活用できるよう　ご理解とご支援ご協力を　お願いいたします

広島県障害者による情報の取得及び利用並びに意思

疎通に係る施策の推進に関する条例　（一部抜粋）

障害の特性に応じた情報の取得及び利用並びに意思疎通手

段が十分に確保されるための環境整備や、県民の障害に対す

る理解の促進について定めることで、全ての県民が障害の有

無にかかわらず、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生

する社会を実現するため、この条例を制定する。

意思疎通手段

言語(手話言語及び文字言語を含む。)、文字の表示、点字、触手

話、手書き文字、指点字、拡大文字、筆談、要約筆記、代筆、代

読、音声出力装置、視線入力装置、平易な言葉、朗読、イラスト

等を使った表示、コミュニケーションボード、ジェスチャー、

一つずつ順序立てた説明、簡潔で直接的な表現、チェックリ

ストの活用その他の障害者が意思疎通を図るための障害の

特性に応じた手段をいう。

一般社団法人 広島県言語聴覚士会
当会は、「話す・聞く・食べる」を支えるためのリハビリテーションを担う言語聴覚士の団体です。失語症の方々の
社会参加を促進し、社会とのつながりを支援するため、失語症者向け意思疎通支援者の養成や派遣を行っています。

当事者

病院職員

支援者
当事者 当事者

ST

支援者

広島難病団体連絡協議会

一般社団法人 広島県手をつなぐ育成会
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NPO法人 広島県難聴者・中途失聴者支援協会

○病院や役所等で、受付の会計の呼び出し、医師や職員の話し
が聴こえなくて困っていませんか。

○お子さんの学校行事や懇談会などで困っていませんか。
○その他、ご本人やご家族の方で、聞こえに関してお困りのことはありませんか。
要約筆記とは、話の内容をまとめて分かりやすく文字にすることで、
聴覚障害者の「耳代わり」となり、話し手の言葉を筆記通訳する制度です。
要約筆記者の派遣は公的制度であり、利用は無料です。居住地の福祉事務所へ
お気軽にお問い合わせください。
当協会では、集会などで参加者全員が文字を見られるように、全体投影も行っています。

。

NPO 法人 広島県難聴者・中途失聴者支援協会 事務所
〒734-0007 広島市南区皆実町 1-6-29 広島県健康福祉センター２階

TEL/FAX ０８２－２５９－３３２７
E メール nanren@hiro-chokaku.jp

ホームページ：https://www.hiroshima-nancho.com/

要約筆記者の派遣をご利用ください

耳マークは、聞こえが不自由なことを表すと同時に、
聞こえない人・聞こえにくい人への配慮を表すマークです。
聞こえない人々の存在と立場を社会に認知してもらい、
コミュニケーションへの配慮や理解を求めるため、
当団体は普及活動を行っています。

～耳マークをご存じですか～

耳マーク
Earsymbol

NPO 法人  広島県難聴者・中途失聴者支援協会

＜主な活動＞
▼難聴相談

『きこえ』に困っている人のための相談会を開催しています。
▼広報・広聴

２か月に１回、会報『難聴通信』を発行しています。
▼社会見学、親睦旅行

年に１回、１泊２日の研修旅行を計画し、会員同士の親睦と交流を深めています。
▼各種研修

全国中途失聴・難聴者福祉大会などの参加や、全国・地域でのコミュニケーション
支援者（要約筆記者）の養成講座など、研修を行っています。

　広島県内の難聴者、中途失聴者、支援者が集まって設立したNPO法人です。
　当法人では、会員同士の親睦や悩み相談のほか、筆談や音声をパソコンで文字化する
文字言語によるコミュニケーションを行っています。
　聞こえに不安やお困りごとのある方、また聴覚障害者の支援にご賛同いただける方は、
どなたでもご参加いただけます。皆さまのご参加を心よりお待ちしております。

特定非営利活動法人 広島盲ろう者友の会

一般社団法人 広島県ろうあ連盟

SNS
INSTAGRAM

私たちは、きこえない人・きこえにくい人がきこえる人と
平等に暮らせる社会を目指して活動しています。

社会福祉法人 広島県視覚障害者団体連合会

サピエについて

点訳・音訳ボランティアのお誘い
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